
21 年 12 月 執行部からのお知らせなど  

〇総務部 

集会所エアコン室外機移設工事は 15 日完了予定。集会所使用申込は電話かメールでＯＫ。 

〇会計部 

自治会会員の皆様、後期会費の拠出ありがとうございます。お預かりした会費は厳正に管理

し、支払いについては全てその必要性、金額の妥当性を再度確認して処理して参ります。 

〇管理部 

■ごみボックス設置ご了承に感謝します   

工事中の市道 303 号線ではごみボックスを水路上の架台に載せるべく水路占用申請を市と

協議中です。今年度の工事区間では10組広重さんと佐々木さんに設置の了承を頂いています。

置き場所のない五月ケ丘団地の実態をご理解いただき心より感謝申し上げます。 

なお、9 組中本さん、8 組大場さんには長い間お宅に接して置かせていただき本当に有難う

ございました。 

■空家・空地の連絡先を調査しています 

7 組の田村将平さん、18 組の中谷さんのご親族等の連絡先をご存じの方は山根へお知らせく

ださい。 

〇文化部 

「盆踊り開催の可否について」アンケートを実施します。ご協力よろしくお願いします。 

〇会長 

■集会所の地代は来年度から 10 万円に 

貸し主藤川様のご理解により来年度以降の地代はこれまで31年間の半額の10万円にして頂

くことになりました。今年度末までに 22年度以降の契約をする予定でいます。 

■区長と語る会宛要望 2 件の要旨 

（1）五月ヶ丘下りバス停に仮設歩道の設置を 

五月ヶ丘交差点の横断歩道は上り1カ所だけの変則交差点。下りバス停は「危険度Aランク」

の筈が、下りに横断歩道が描かれていないため上り横断歩道からの距離で「安全なバス停」と

誤った判定をされたと思われる。 

バスを降りた殆どの客は狭い蓋掛け歩道を 25ｍ歩き、信号を待って横断歩道を渡る正規ルー

トではなく距離と時間が短縮できる差点内の斜め横断をしている。 

「五月交差点・バス停改良事業」の完成にはまだかなりの年月を要すると思われる。斜め横

断を減らすため下りバス停と横断歩道間にある長三角形の土地を先行取得し、早急に仮設歩道

を整備されるよう要望する。                          

 



（2）大谷橋付近の事業所の環境管理を厳格に 

山陽道大谷橋付近の側道と林道福田大谷線沿いには周辺住民にとって事業内容が分かり難い

事業所が増えている。多くは

リサイクル業、産廃分別、仮

置き場などの作業場と推察

されるが環境、災害防止、景

観に配慮した事業活動をし

ているか疑問を感じる。これ

ら業者への監督、指導を厳格

に実施頂くようお願いした

い。 

 

■蓋掛け要望 3 区間取り下げの件 

平成 30 年度に東区役所へ提出済の次の側溝蓋掛け要望を 11 月 17 日に取り下げました。

①290 号 370ｍ（松原～古山間）②316号 80m(広重～池上間) ③319号 70ｍ（岡竹～増野

間）。合計 520ｍ。 

[取り下げ理由] 

① 蓋掛けの採択条件に明記されている「3.2 道路工事によって生じる民地の段差解消は民地

所有者が行ってください（別図 3参照）」という最も重要な説明をせずに承諾印を貰ってい

ます。3 区間の何れにも 1 か所以上のコンクリ―ト床板があり（合計では 8 カ所）、20ｃｍ

以上最高 40ｃｍくらいの段差が生じます。段差解消工事は 10～30万円、それ以上掛かる

と思われるカ所もあります。一部の関係者に多額な負担が掛かる改良を自治会として要望

することはできません。 

② 更に、メイン道路では殆どの空き家、空地、駐車場の所有者の承諾を得ておらず、採択条

件の「2.隣接者全員が民地と道路の境界を別図 2 の位置で同意した街区」を満たしていま

せん。 

■自治会ホームページの公開 

11 月 15 日に当自治会の HP が「こむねっよひろしま」に公開されました。今のところ二人

しかいない編集者が先月頃から多忙となったためしばらくは最小限の掲載にとどめざるを得な

い状態です。なお、編集作業は自宅で自分のパソコンから出来ます。編集者を募集しますので

ご支援を宜しくお願いします。 


